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はこだてキッズプラザ管理業務処理要領 

 

 

１ 指定管理者が行う業務の範囲および具体的内容 

  指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし，業務の遂行にあたっては，

各業務の重要性を十分認識するとともに，善良な管理者の注意義務をもって，

適正な業務の遂行に努めるものとする。 

なお，本要領は，業務の大要を示すものであることから，業務を行ううえで

当然，付帯的に行う必要があるものは，記載のない内容であっても誠実に実施

するものとする。 

 

(1) 維持管理に関すること 

項 目 主な業務内容 

清掃業務 

開館日は毎日，施設内の各スペース等の清掃を行い，備品類を

含め，常に整理整頓および清潔に保つこと。 

○日常清掃（毎日） 

・床面清掃（掃き掃除，モップ拭き掃除，真空掃除等） 

・衛生清掃（衛生陶器清掃，衛生消耗品補充，汚物処理等） 

・遊具清掃（拭き掃除等） 

・その他清掃（窓枠，机上掃除等） 

○定期清掃（適時） 

・床面清掃（カーペットクリーニング，床面洗浄等） 

・衛生清掃（床面洗浄等） 

・遊具清掃（遊具洗浄等） 

・その他清掃（空気吹出口・照明器具掃除，ガラス拭き等） 

 

（参考）床材質 

・塩ビシート貼：相談室，事務室以外 

・カーペット貼：相談室，事務室のみ 

ごみ処理業務 施設から排出される廃棄物を適正に処理する。 

警備業務 

・警報装置と警備センターの監視装置および警備員の総合力

を組み合わせた迅速な警備方法によること。 

・本業務は施設が無人となる状態にあるときに行い，施設か

らの警報装置作動開始の信号を受けたときから始まり，施設

からの警報装置作動解除の信号を受けたときに終わるものと

する。 

・警報装置の故障，事故の発生等緊急時には，速やかに現場に
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向かい，事態の確認と原因等の調査をするとともに，必要に応

じ，消防署，警察署等の関係機関および施設管理者へ報告し，

事態の拡大防止のため迅速適切な措置を講ずるものとする。 

・機器の設置等に要する一切の経費は，指定管理者の負担と

する。 

空気調和設備保守

点検業務 

・施設内の空気調和設備について，定期的に下記業務を行う

こと。 

①外観・熱交換機部分の目視，各部動作・異音確認等 

②フィルター交換，ガラリ・フェイスの清掃等 

備品等の動作確認

および消耗品の補

充等業務 

・施設に設置された各種設備，備品等の日常的な動作確認を

行い，必要な修繕を行うとともに，消耗品の交換，補充等を行

うこと。 

大型遊具等の保守

点検および修繕等

業務 

・施設に設置された大型遊具等の保守点検および必要な修繕

（１件３０万円未満）を行うこと。 

・定期的に遊具の消毒を行うこと。 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の管理

業務 

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法を習熟し，日常点

検を行うなど，適切に管理すること。 

 

消防計画の作成等

業務 

・管理組合の統括防火管理者と連携し，消防計画の作成等を

行うこと。 

その他必要と認め

られる業務 

・その他施設の維持管理に必要な業務を行うこと。 

 

 

(2) 入館者に関すること 

項 目 主な業務内容 

入館者への案内，

施設設備の説明等 

・入館者の受付を行い，３箇月券等により入館する場合の本

人確認を適切に行うこと。 

・入館者へ大型遊具等の使用方法等の説明を行うとともに必

要な情報を提供すること。 

・その他入館者との連絡，調整 

託児施設使用許可

申請書の受理およ

び許可 

・託児施設使用許可申請書を受理し，使用許可書を交付する

こと。 

・公の秩序または善良な風俗をみだすおそれのあるとき，建

物，附属設備等を損傷，汚損等のおそれがあると認められると

き，その他公益または管理上支障があるときは，使用を許可し

ないこと。 

・使用料の徴収（（４）公金収納業務に関することに記載） 
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入館の制限等 
・入館者が条例に違反したときなど，入館拒否や退館を求め

ること。 

入館者の安全確保

秩序の維持等 

・施設内を巡回し，入館者の安全確保等に努めること。 

・入館者が館内の秩序などを乱すなどの場合，利用の制限も

しくは退館を求めること。 

・入館者のけが等が発生した場合に備え，緊急時に迅速に対

応できるようにすること。 

その他必要と認め

られる業務 

・その他入館者に関して必要な業務を行うこと。 

 

(3) 設置目的に資する事業の実施に関すること 

項 目 主な業務内容 

託児に関する業務 

・２歳から９歳までを対象とし，開館日の午前１０時から午

後６時まで実施すること。 

・託児事業にあたっては，おおむね１０名を定員とし，子ども

の安全を確保し，健康状態に十分留意して実施すること。 

・託児の利用は，１回あたり３時間までとすること。 

・託児事業の実施に当たっては，別添の「認可外保育施設指導

監督基準」を遵守すること。 

子育てに関する情

報の提供および子

育て相談に関する

業務（子育て支援

コンシェルジュ事

業） 

・子育てに関する情報の提供および子育て相談に関する業務

（以下「子育て支援コンシェルジュ事業」という。）について

は，専任の従業員を配置し，次の業務を行うこと。 

（業務の詳細は，別添の「子育て支援コンシェルジュ事業実施

要領」等を参照のこと。） 

 ①各種子ども・子育て支援サービスに係る情報提供，助言等 

 ②各種子ども・子育て支援サービス利用に係る関係窓口（機

関）との連絡調整 

 ③子育てに関する悩み等の相談対応 

 ④広くサービス利用者への周知を図るための広報，啓発活

動の実施 

・相談等については，電話，ＦＡＸ，Ｅメール，面談（原則予

約制）により対応すること。 

・子育て支援コンシェルジュ事業の実施に当たっては，別添

の「利用者支援事業実施要綱」および「利用者支援事業ガイ

ドライン」を遵守すること。 
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その他子育て支援

に係る事業の実施

に関する業務 

・子ども向け，親子向けなど，施設の設置目的を達成するため

に必要なワークショップ等を開催すること。（詳細は別添の事

業提案要領を参照のこと。） 

・ワークショップ等の実施にあたっては，市内高等教育機関

や市民団体等との連携・協働を図るなど，十分に工夫しながら

効果的かつ魅力ある事業を行うこと。 

児童遊戯施設の供

用に関する業務 

・施設の利用対象は，保護者または１８歳以上の付添人のい

る生後６か月から小学生までとし，利用の安全に配慮し，必要

に応じて助言等を行うこと。 

・児童遊戯施設内の乳幼児コーナーはおおむね２歳未満を対

象とし，利用の安全等に配慮し，必要に応じて助言等を行うこ

と。 

利用の促進に関す

ること 

・パンフレットの作成をはじめ，様々な媒体を活用し，施設の

ＰＲを行うこと。 

・ホームページを作成し，施設や事業の内容について，随時そ

の内容を更新すること。 

・SNS等の媒体を積極的に活用し，施設の魅力について都度発

信すること。（週２～３回程度） 

・事業の実施に関し連携する高等教育機関や市民団体等と定

期的な（年１回以上）意見交換会を開催すること。 

・業務に支障のない範囲で施設視察者に対応すること。 

その他必要と認め

られる業務 

・その他設置目的に資する事業の実施に必要な業務を行うこ

と。 

 

 (4) 公金収納業務に関すること 

項 目 主な業務内容 

使用料の徴収 
・自動券売機を使用し，入館しようとする者から入館料を徴

収すること。（自動券売機は市が設置します。） 

徴収した使用料の

払い込み 

・徴収した入館料を翌営業日の正午までに函館市の指定する

金融機関に所定の納入通知書を使用し払い込むこと。 

徴収簿等の作成 

・入館料徴収事務に従事する担当者および責任者をあらかじ

め決定すること。 

・徴収した入館料を担当者が入館料徴収簿に記録すること。 

・日々の現金出納の状況を担当者が現金出納簿に記録するこ

と。 

・記録した入館料徴収簿および現金出納簿を責任者が確認し，

検印すること。 
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徴収状況の報告 

・当該月の入館料の徴収状況をまとめ，翌月５日までに月例

業務報告書として提出すること。ただし，当該日が休日，日曜

日または土曜日にあたるときは，当該日後において直近の休

日等以外の日とする。 

その他必要と認め

られる業務 

・その他公金収納業務において必要な業務を行うこと。 

 

  ※公金収納に関する業務については，別途委託契約を締結することとし，

当該業務に係る経費は，当該施設の管理に係る委託料に含むものとする。 

 

(5) その他の業務に関すること 

項 目 主な業務内容 

事業計画および収

支計画の作成 

・当該年度の事業計画書および収支計画書について，事前に

市と調整を図った上で作成し，４月末までに提出すること。 

モニタリング業務 

・事業報告書，収支決算書および経営状況を説明する書類（財

産目録，貸借対照表，損益計算書等），自己評価シートを作成

し，翌事業年度の４月末までに提出すること。 

・入館者の意見や要望を把握するため，入館者アンケート等

を行うこと。 

・アンケート等の結果について分析および評価を行い，以後

の業務実施に反映させるとともに，市に報告すること。 

定期報告業務 

・当該月の利用状況をとりまとめ，翌月５日までに施設利用

実績報告書として提出すること。ただし，当該日が休日，日曜

日または土曜日にあたるときは，当該日後において直近の休

日等以外の日とする。 

臨時報告業務 

・施設，設備に大規模な修繕が必要とされる個所を発見した

場合には，速やかに市に報告し，施設の機能維持に向けた対策

を協議すること。 

・災害発生時および事故発生時における事故現場および損傷

部分を記録（写真撮影）するとともに，事故報告書を作成し，

市に報告すること。 

・その他市長からの求めにより書類等による報告を行うこと。 

業務日報等の作成

および報告 

・託児の状況については，託児日誌等により記録するととも

に，利用件数等の実績をとりまとめ，業務日報を作成し，報告

すること。 

・子育て支援コンシェルジュ事業（相談等）の処理実績等をと

りまとめ，業務日報を作成し，報告すること。 

・日々の入館者数，維持管理業務の実施状況，事故の発生状況

および苦情の処理実績等をとりまとめ，業務日報を作成し，報
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告すること。 

・当該月の業務日報（託児業務および子育て支援コンシェル

ジュ事業を含む。）の内容をとりまとめ，業務月報（施設利用

実績報告書）を作成し，報告すること。 

修繕および購入に

関する報告 

・施設，設備，備品等について修繕および購入があった場合

は，市に報告すること。 

災害および事故発

生時の対応 

・入館者の事故防止に努めること。 

・災害および事故発生に備え，緊急時の対応マニュアルを作

成するとともに，従業員への研修・訓練を実施すること。 

・災害および事故発生時には，避難誘導を行うとともに，被害

拡大防止のための業務や市を含めた関係機関への連絡調整等

を行うこと。 

ビル管理組合との

連携 

・ビル管理組合と連絡調整を行い，施設の効率的な管理運営

を行うこと。 

その他必要と認め

られる業務 

・その他施設の管理運営に必要な業務を行うこと。 

 

 

２ 組織体制および従業員の配置 

  指定管理者は，業務を実施するために必要な執行体制を確保するとともに，

労働基準法等関係法令を遵守し，管理業務を効率的に行うため，適正な組織体

制および従業員の配置を行うこと。 

(1) 管理責任者の責務 

  従業員の中から管理責任者（館長）を定め，管理責任者は次の事項に留意

すること。 

 ① キッズプラザの効率的，効果的な管理運営を安定して行うこと。 

 ② 市と指定管理者間の連絡調整に関すること。 

 ③ ビル管理組合と指定管理者間の連絡調整に関すること。 

 ④ はこだてみらい館との連携体制に関すること。 

 ⑤ 現場における従業員の指揮監督に関すること。 

 ⑥ 適切な管理運営に資するため，従業員の知識，接遇マナーの向上に努め

ること。 

 ⑦ 事故，労働災害の防止に努めること。 

 ⑧ 各種報告書等の提出に関すること。 

 ⑨ その他市の指示に対する処置および報告等 

(2) 従業員の配置（管理責任者を含む。） 

 ① 従業員は，開館している午前１０時から午後６時までの間は，常勤職員

２名以上を配置し，繁忙となる時間および時期に適切な人員を配置する

こと。（児童遊戯施設（乳幼児コーナー含む。）での巡回，託児事業，ワー
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クショップ等の開催および子育てに関する業務に必要な人員を除く。） 

 ② 従業員の中に，防火管理者の資格（取得見込可）を有する者を配置する

こと。 

 ③ 託児事業については，常時２名の従業員を配置するものとし，うち１名

以上を保育士または看護師の資格を有する者とすること。 

 ④ 子育てに関する情報の提供および子育て相談に関する業務（子育て支

援コンシェルジュ事業）については，常時１名の従業員を配置するものと

し，その従業員は保育士の資格を有する者とし，市の指定する研修を受講

するとともに，子育て支援に関する制度等の変化に対応するため，必要な

研修セミナー等の受講に努めること。 

  ⑤ 従業員には，ＡＥＤの取扱いを含む救急法および蘇生法を実践できる

者を配置すること。 

  ⑥ 従業員には，ホームページやＳＮＳ等での日常的な更新等を行う能力

を有する者を配置すること。 

  ⑦ 従業員には，事業報告書など市に提出する書類の作成業務にあたって

パソコンを用いて行うことができる者を配置すること。 

  ⑧ その他施設の管理にあたり，法令等の規定により資格を要する業務を

行う場合には，必要となる有資格者を配置すること。 

（3）業務を実施するにあたっての指示業務 

 ① 従業員に対し，従業員証を交付し，常に携帯させるとともに，清潔な制

服に名札を着用させること。 

 ② 緊急事態対応策および防災対策についてマニュアルを作成し，従業員

に指導を行うこと。（緊急時連絡体制および防災対策マニュアルを提出す

ること。） 

 ③ 管理業務日誌および帳簿等の作成を行うこと。（報告義務はないが，市

から提出要請があったときは応じること。） 

 

３ 備品等 

(1) 管理業務の実施にあたり市が無償で貸与する備品類は，別添「備品一覧

表」のとおりとする。 

 (2) 指定管理者は，管理業務を実施するために備品等が必要な場合は，市と

協議のうえ，購入または調達することができる。この場合の指定管理者が委

託料で購入した備品等は，市に帰属するものとする。 

(3) (2)の協議を経て指定管理者が指定管理委託料以外の自己の負担により購

入する備品等は指定管理者に帰属するものとする。 

(4) 指定管理者の故意または過失により，市に帰属し貸与する備品等をき損

滅失したときは，指定管理者の費用により当該備品等と同等の機能および

価値を有するものを購入または調達しなければならない。 
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(5) 指定管理者は，備品等を台帳により管理すること。 

(6) 施設の運用には，市が無償貸与する備品等のほか，別紙１の維持管理機器

等が必要となるので，当該同等機能を有する機器等を確保すること。 

４ 施設の設備の補修・修繕 

  施設，設備および備品等は，正常に保持し，適正な利用に供するよう日常的

な保守点検を行い，必要に応じて日常的な管理で必要となる部品や消耗品の

購入・交換を行うこと。 

  なお，１件３０万円以上の修繕については，市が行うものとする。 

 

５ 損害賠償および保険 

  指定管理者の責任に起因する賠償については，指定管理者が市または第三

者に対し，その損害賠償責任を負う。 

この場合において，損害を受けた第三者の求めに応じ，市がその損害を賠償

したときは，市は指定管理者に対する求償権を有する。 

  ただし，市では施設内での事故等に備え，次の内容の保険に加入しており，

指定管理者の責めに帰すべき事故等にも適応されるが，支払限度額を超える

部分については，指定管理者の自己負担となる。 

  なお，支払限度額の範囲内であっても，指定管理者が負担しなければならな

い場合がある。 

 

  [市が加入する保険の内容] 

   全国市長会「市民総合賠償補償保険」 

    身体賠償  １名につき１億円，１事故につき１０億円 

    財物賠償  １事故につき２，０００万円 

 

６ 自主事業 

 (1) 自主事業を行う場合には，事前に事業計画書を提出し，市の承認を得るこ

と。また，事後に報告書を市に提出しなければならない。 

 (2) 自主事業の収入と支出については，独立した会計を設け，指定管理者の管

理業務の会計と区別して経理しなければならない。 

 (3) 施設の一部または全部を占有して自主事業を実施しようとする場合は，

施設使用に係りあらかじめ市長の許可を受ける必要があり，その内容によ

っては，その占有面積に係る使用料の支払いを要する場合がある。 

 (4) 自動販売機については，市が公募で設置するので，指定管理者が自主事業

で設置することはできない。 

 

７ 環境配慮 

  管理業務を行うにあたっては，次のような環境への配慮をすること。 
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 (1) 省エネルギー，省資源に努めること。 

 (2) ごみの減量，リサイクル，分別に努めること。 

 (3) 環境に配慮した製品の使用に努めること。 

 

８ 協定の締結 

   管理に係る細目的事項や市が支払うべき管理費用の額等を定めるため，

市と指定管理者は，次の事項について協定を締結するものとする。 

 (1) 管理業務の内容に関する事項 

(2) 市が支払うべき管理費用に関する事項 

(3) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報保護に関する事項 

(4) 事業報告に関する事項 

(5) 定期報告に関する事項 

(6) 関係法令等の遵守に関する事項 

(7) 管理上発生する責任分担に関する事項 

(8) 事故発生時の報告等に関する事項 

(9) 管理業務の委託の禁止等に関する事項 

(10)指定の取消し等に関する事項 

(11)損害賠償に関する事項 

(12)利用者のニーズ把握に関する事項 

(13)管理業務等の評価及び公表 

 (14)実地調査，指示に関する事項 

(15)その他市長が必要と認める事項 

  

９ 準備行為 

  管理業務開始日（令和３年４月１日）前の指定管理者の準備行為については，

次のとおりとする。 

 (1) 従業員の採用および研修 

 (2) 備品，消耗品，その他管理業務に必要な物品の発注および設置 

 (3) 施設利用案内（リーフレット等）の作成 

 (4) ホームページの作成，管理 

 (5) その他指定管理者として必要な事項 

 

10 指定期間満了 

 (1) 指定期間の終了に際し，市または市が指定するものに対し，本業務の引継

ぎを行わなければならない。 

 (2) 指定期間終了までに，管理物件を原状に回復し，明け渡さなければならな

い。 

 (3) 管理業務を実施するために必要な備品等については，市または市が指定
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するものに対し引継がなければならない。ただし，それ以外の備品等で指定

管理者が自己の負担で購入，調達したものは，指定管理者の責任で撤去する

こと。 

 

11 協議 

  この管理業務処理要領に定める事項について，疑義が生じた場合は，市およ

び指定管理者の双方で協議を行い決定する。  
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別紙１ 

維持管理機器等一覧 

 

品名 形状等 備考 

ＡＥＤ （受付付近設置用）１台  

パソコン （事務用，受付用）２台以上  

複合機 （事務用）１台以上 ３階との共用可 

警備機器 共用部分からの出入箇所等に設置  

防犯カメラ 
ドームカメラ（６台），モニター，電源，デジ

タルレコーダー等一式 
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別添 

 

認可外保育施設指導監督基準（一部抜粋） 

 

第１  保育に従事する者の数及び資格 

１ １日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設 

(1) 保育に従事する者の数は，主たる開所時間である 11 時間（施設の開 

所時間が 11時間を下回る場合にあっては，当該時間）については，概ね

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号。

以下「児童福祉施設設備運営基準」という。）第 33条第２項に定める数以

上であること。ただし，２人を下回ってはならないこと。また，11 時間

を超える時間帯については，現に保育されている児童が１人である場合

を除き，常時２人以上配置すること。 

また，１日に保育する乳幼児の数が６人以上 19人以下の施設において

も，原則として，保育従事者が複数配置されていることが必要であるが，

複数の乳児を保育する時間帯や夜間・午睡の時間帯を除き，保育従事者が

１人となる時間帯を必要最小限とすることや，他の職員を配置するなど

安全面に配慮することにより，これを適用しないことができる。 

 

(2） 保育に従事する者の概ね３分の１（保育に従事する者が２人の施設及

び(1)における１人が配置されている時間帯にあっては，１人）以上は，

保育士又は看護師（准看護師含む。以下同じ。）の資格を有する者である

こと。また，常時，保育士又は看護師の資格を有する者が１人以上配置さ

れていることが望ましい。 

 

３ 保育士の名称について 

保育士でない者を保育士又は保母，保父等これに紛らわしい名称で使用

してはならないこと。 

 

第２  保育室等の構造設備及び面積 

１ １日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設 

(2） 保育室の面積は，概ね乳幼児１人当たり 1.65㎡以上であること。 

 

３ 共通事項 

(1)  保育室は，採光及び換気が確保されていること。また，安全が確保さ

れていること。 

 

(2)  便所には手洗設備が設けられているとともに，保育室及び調理室（調
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理設備を含む。以下同じ。）と区画されており，かつ子どもが安全に使用

できるものであること。 

便所の数はおおむね幼児 20人につき１以上であること。 

 

第３  非常災害に対する措置 

(1)  消火用具，非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 

 

(2） 非常災害に対する具体的計画を立て，これに対する定期的な訓練を実施

すること。 

 

第５ 保育内容 

(1)  保育の内容 

ア 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し，保育内容を工夫す

ること。 

 

第７ 健康管理・安全確保 

(4)  職員の健康診断 

ア 職員の健康診断を採用時及び１年に１回実施すること。 

 

(5)  医薬品等の整備 

      必要な医薬品その他の医療品を備えること。 

 

(7)  乳幼児突然死症候群に対する注意 

ア  睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。 

イ 乳児を寝かせる場合には，仰向けに寝かせること。 

ウ 保育室では禁煙を厳守すること。 

 

(8) 安全確保 

ア 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。 

イ 事故防止の観点から，施設内の危険な場所，設備等に対して適切な安全

管理を図ること。 

  ウ 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する

体制を整備すること。 

エ 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう，訓練を実施すること。 

オ 賠償責任保険に加入するなど，保育中の万が一の事故に備えること。 


